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53条(4)-1 

 

1. 要求事項の整理 

試験炉設置許可基準規則第 53条における要求事項等を第 1.1 表に示す。本要求事項は、新規制基

準における追加要求事項に該当する。  
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53条(4)-2 

第 1.1表 試験炉設置許可基準規則第 53条における要求事項 

及び本申請における変更の有無 

要求事項 変更 

の有無 

１ 試験研究用等原子炉施設は、発生頻度が設計基準事故より低い事故であって、当

該施設から多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるものが発生した場

合において、当該事故の拡大を防止するために必要な措置を講じたものでなければ

ならない。 

【解釈】 

・ 第 53条の要求は、ナトリウム冷却型高速炉に係る試験研究用等原子炉施設

については、設計基準事故より発生頻度は低いが、敷地周辺の公衆に対して過

度の放射線被ばく（実効線量の評価値が発生事故当たり５ミリシーベルトを超

えるもの）を与えるおそれのある事故についての評価及び対策を求めるもので

ある。 

・ 事故の想定に当たっては、自然現象等の共通原因となる外部事象や施設の特

徴を踏まえた内部事象に起因する多重故障を考慮すること。 

・ 具体的な事故としては、例えば、以下が挙げられる。

ロ 使用済燃料貯蔵設備の冷却機能が失われ、使用済燃料の損傷が想定さ

れる事故

（１） 使用済燃料貯蔵設備の冷却系統が故障した際に、水補給にも失敗し、

冷却水の蒸発により使用済燃料の冠水が維持できなくなり、使用済燃

料の破損に至る可能性がある事故

（２） 冷却系統配管が破断した際に、サイフォン現象等により、使用済燃料

の冠水が維持できなくなり、使用済燃料の破損に至る可能性がある事

故

・ 第 53条に規定する「当該事故の拡大を防止するために必要な措置」とは事

故の発生及び拡大の防止、放射性物質の放出による影響の緩和に必要な設備及

び手順の策定等であり、例えば、以下に示す措置又はこれらと同等以上の効果

を有する措置をいう。 

ロ 使用済燃料貯蔵設備の冷却機能が失われ、使用済燃料の損傷が想定さ

れる場合

（１） 代替注水設備（注水ライン、ポンプ車等）等による、使用済燃料等の

破損防止対策

（２） 放射線の遮蔽に水を使用する貯蔵設備にあっては、代替注水設備によ

る遮蔽を維持できる水位の確保対策 

（３） 使用済燃料等の未臨界維持対策

（４） 使用済燃料等の損傷時に、できる限り環境への放射性物質の放出を低

減させる対策

有 
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53条(4)-3 

 

2. 要求事項への適合性 

 2.1 多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故の想定の基本的な考え方 

使用済燃料の損傷が想定される事故については、「設置許可基準規則」第 53条の解釈を踏まえ

て、使用済燃料貯蔵設備の冷却機能を喪失する事故を選定し、使用済燃料の損傷を防止するため

の措置を講じることを基本方針とする。 
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53条(4)-4 

 

 2.2 使用済燃料貯蔵設備の冷却機能が失われ、使用済燃料の損傷が想定される事故 

  2.2.1 使用済燃料貯蔵設備冷却機能喪失事故 

  （１）事故の原因及び説明 

使用済燃料貯蔵設備冷却機能喪失事故は、全交流動力電源喪失により、原子炉附属建物

使用済燃料貯蔵設備の水冷却浄化設備が機能を喪失することで、冷却水の蒸発により使用

済燃料の冠水が維持できなくなる事象として考える。 

（２）事故の拡大防止のための措置 

使用済燃料貯蔵設備冷却機能喪失事故の拡大の防止のための措置を以下に示す。な

お、事故の状況に応じて、これらの措置を適切に組み合わせるものとする。 

ａ． 水冷却池については、十分な水深を確保する。 

ｂ． 水冷却池は、水の流出を防止するため、コンクリート壁をステンレス鋼で内

張りした強固な構造とし、かつ、排水口を有しないものとする。 

ｃ． 水冷却池には、その水位を測定でき、かつ、その異常を検知できる設備を設

けるものとする。また、当該設備を使用できない場合にあっても、作業員がその

水位を確認できるものとする。 

ｄ． 使用済燃料貯蔵設備の冷却機能を喪失した場合、可搬式ポンプ及びホースに

より、水冷却池に水を供給する。 

（３）資機材 

使用済燃料貯蔵設備の冷却機能を喪失した場合における事故の拡大を防止するための措

置に使用する設備等は、可搬式ポンプ及びホースとする【使用済燃料貯蔵設備の冷却機能

が失われ、使用済燃料の損傷が想定される事故の拡大を防止するための措置に使用する設

備等（資機材）の仕様等：別紙 1参照】。 

（４）作業と所要時間 

使用済燃料貯蔵設備の冷却機能を喪失した場合における事故の拡大を防止するための措

置にあっては、訓練の実績等に鑑み、水冷却池に水を供給する措置を講じるのに必要な期

間は、保守的に約 2日間とする【水冷却池に水を供給するための措置の概要：別紙 2参

照】。 

（５）措置の有効性評価【水冷却池の水位の変化に係る評価条件：別紙 3参照】 

使用済燃料貯蔵設備の冷却機能を喪失した場合の水冷却池の水位の変化を第 2.2.1図に

示す。使用済燃料頂部より上方 2ｍ（グラウンドレベル基準－5.75ｍ）【水冷却池の水位

の基準の設定：別紙 4参照】まで水位が低下するまでの期間が約 59日であるのに対し、

水冷却池に水を供給する措置を講じるのに必要な期間は約 2日間であり、当該措置に必要

な期間は確保されている。 
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53条(4)-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.2.1図 使用済燃料貯蔵設備冷却機能喪失事故時の水冷却池水位の変化 
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53条(4)-6 

 

  2.2.2 使用済燃料貯蔵設備冷却水喪失事故 

  （１）事故の原因及び説明 

使用済燃料貯蔵設備冷却水喪失事故は、原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備の水冷却浄

化設備の配管が破断した際に、サイフォン現象等により、使用済燃料の冠水が維持できな

くなる事象として考える。 

（２）事故の拡大防止のための措置 

使用済燃料貯蔵設備冷却水喪失事故の拡大の防止のための措置を以下に示す。なお、

事故の状況に応じて、これらの措置を適切に組み合わせるものとする。 

ａ． 水冷却池については、十分な水深を確保する。 

ｂ． 水冷却池は、水の流出を防止するため、コンクリート壁をステンレス鋼で内

張りした強固な構造とし、かつ、排水口を有しないものとする。 

ｃ． 水冷却池には、その水位を測定でき、かつ、その異常を検知できる設備を設

けるものとする。また、当該設備を使用できない場合にあっても、作業員がその

水位を確認できるものとする。 

ｄ． 水冷却浄化設備の配管破断が生じた場合に、サイフォン現象等により、使用

済燃料等の冠水が維持できない状況に至ることがないようにサイフォンブレー

カーを設ける。なお、サイフォンブレーカーについては多様化するものとし、こ

のうち一つは、開口部を水面下に位置させる構造とすることで、水位の低下によ

る開口部の開放により、受動的なサイフォンブレーク機能を有するものとする。 

ｅ． 配管の破断により冷却機能を喪失した場合、可搬式ポンプ及びホースにより、

水冷却池に水を供給する。 

（３）資機材 

使用済燃料貯蔵設備冷却水喪失事故の拡大を防止するための措置に使用する設備等は、

水冷却浄化設備サイフォンブレーカー、可搬式ポンプ及びホースとする【使用済燃料貯蔵

設備の冷却機能が失われ、使用済燃料の損傷が想定される事故の拡大を防止するための措

置に使用する設備等（資機材）の仕様等：別紙 1参照】。 

（４）作業と所要時間 

使用済燃料貯蔵設備冷却水喪失事故の拡大を防止するための措置の所要時間は、使用済

燃料貯蔵設備冷却機能喪失事故に同じである。 

（５）措置の有効性評価 

使用済燃料貯蔵設備冷却水喪失事故の拡大を防止するための措置の有効性は、使用済燃

料貯蔵設備冷却機能喪失事故に同じである。 
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53条(4)-7 

 

2.3 要求事項（試験炉設置許可基準規則第 53条）への適合性説明 

 

（多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止） 

第五十三条 試験研究用等原子炉施設は、発生頻度が設計基準事故より低い事故であって、当

該施設から多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるものが発生した場合にお

いて、当該事故の拡大を防止するために必要な措置を講じたものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

 

原子炉施設は、設計基準事故より発生頻度は低いが、敷地周辺の公衆に対して過度の放射線被ばく

（実効線量の評価値が発生事故当たり 5mSv を超えるもの）を与えるおそれがある事故（使用済燃料

貯蔵設備の冷却機能が失われ、使用済燃料の損傷が想定される事故）について評価し、そのおそれが

ある場合には、当該事故の拡大を防止するために必要な措置を講じた設計とする。 

使用済燃料の損傷が想定される事故については、「設置許可基準規則」第 53 条の解釈を踏まえて、

使用済燃料貯蔵設備の冷却機能を喪失する事故を選定し、使用済燃料の損傷を防止するための措置

を講じることを基本方針とする。 

使用済燃料貯蔵設備の冷却機能を喪失する事故として、使用済燃料貯蔵設備冷却機能喪失事故及

び使用済燃料貯蔵設備冷却水喪失事故を選定し、可搬式ポンプ及びホースにより、水冷却池に水を供

給すること並びに水冷却浄化設備サイフォンブレーカーにより、水冷却池からの水の漏えい量を抑

制することを事故の拡大を防止するための措置とする。これらの事故にあっては、水冷却池の水位が

基準（放射線の遮蔽及び使用済燃料頂部の冠水が維持される水位）となる値まで低下するのに十分な

期間（約 59 日）があり、可搬式ポンプ及びホースにより、水冷却池に水を供給する措置（必要な期

間：約 2日）は有効である。また、これらの措置により、水冷却池の水位を基準以上に維持すること

で、使用済燃料等の臨界管理に係る寸法及び形状は保持される。さらに、仮に使用済燃料等が損傷し

た場合にあっても、水冷却池内の水により、環境への放射性物質の放出は低減される。 
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別紙 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料貯蔵設備の冷却機能が失われ、使用済燃料の 

損傷が想定される事故の拡大を防止するための措置に 

使用する設備等（資機材）の仕様等 
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53条(4)-別紙 1-1 

 

 使用済燃料貯蔵設備の冷却機能が失われ、使用済燃料の損傷が想定される事故の拡大を防止するた

めの措置に使用する設備等（資機材）の仕様等を以下に示す。 

 

（１） 可搬式ポンプ及びホース 

  可搬式ポンプ及びホースは、「使用済燃料貯蔵設備冷却機能喪失事故」及び「使用済燃料貯蔵設

備冷却水喪失事故」において、水冷却池に水を供給するために用いる。 

 

   ⅰ）可搬式ポンプ：1台（最大吐出量：840ℓ/min／最大揚程：30ｍ） 

    

 

 

 

 

  

 

  

 

 

ⅱ）ホース（消火用ホース） ：8本（20m/本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ）水源：夏海湖（夏海湖容量：約 250,000m3【参考値】） 
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53条(4)-別紙 1-2 

 

（２） 水冷却浄化設備サイフォンブレーカー 

使用済燃料貯蔵設備は、水冷却浄化設備の配管破断が生じた場合に、サイフォン現象等により、

使用済燃料等の冠水が維持できない状況に至ることがないようにサイフォンブレーカーを有する。 

水冷却浄化設備サイフォンブレーカーの配置を第 1図に示す。水冷却浄化設備サイフォンブレー

カーは、サイフォンブレーク弁とサイフォンブレーク孔から構成している。設計基準の範囲で想定

される事象に対しては、水位が低下した場合に、所定の水位で各配管に設置したサイフォンブレー

ク弁が自動で「全開」となり、サイフォン現象による水冷却池の水位の低下は抑止される。サイフ

ォンブレーク孔は、通常状態において、水面下となる配管に開口部を設けたものであり、水位の低

下による開口部の開放による受動的なサイフォンブレーク機能を有する。「使用済燃料貯蔵設備冷

却水喪失事故」にあっては、サイフォンブレーク孔によって、水冷却池の水位の低下を抑止できる。 

 

 

 

 

 

 

 

第 1図 水冷却浄化設備サイフォンブレーカーの配置 
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別紙 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水冷却池に水を供給するための措置の概要 
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53条(4)-別紙 2-1 

 

 「使用済燃料貯蔵設備冷却機能喪失事故」及び「使用済燃料貯蔵設備冷却水喪失事故」では、夏海

湖から原子炉附属建物の水冷却池へ水を供給するための措置を講じることとしている。以下に、当該

措置に係る手順及び各手順の所要時間等を示す（第 1表参照）。 

 ⅰ） 事故発生の判断 

   事故発生後、事故発生の判断は、「使用済燃料貯蔵設備冷却機能喪失事故」においては、全交

流動力電源喪失により、また、「使用済燃料貯蔵設備冷却水喪失事故」においては、水冷却池

の水位低警報の発報により確認する。なお、これらの判断に要する所要時間は同じである。 

    所要時間     ：10分 

     作業に必要な要員数：1名 

  ⅱ） 水冷却池の点検と監視 

   事故発生後、水冷却池の水位、冷却水の水温等のパラメータにより水冷却池の状態を点検する。

以降、監視を継続する。 

    所要時間     ：10分 

     作業に必要な要員数：1名 

  ⅲ） 可搬式ポンプ及びホースを用いた夏海湖からの給水の準備 

   第 1図に夏海湖から給水する場合の可搬式ポンプ及びホースの配置例を示す。第 1図に示す位

置に可搬式ポンプ及びホースを配置し、水冷却池への給水の準備を行う。以降、水冷却池の水

位を監視しながら、適宜水冷却池への給水を行う。 

    所要時間     ：60分 

     作業に必要な要員数：4名 

 

第 1表 使用済燃料の損傷を防止するための措置に係る手順及び各手順の所要時間  

 

  使用済燃料の損傷を防止するための措置の有効性の評価においては、第 1表の可搬式ポンプ及び

ホースを用いた給水までの所要時間（80分）に対して、要員の招集時間も考慮して保守的に 2日と

設定する。  

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

運転員A 1 ・事故発生の判断

・「使用済燃料貯蔵設備冷却機能
喪失事故」においては、全交流動
力電源喪失により、また、「使用
済燃料貯蔵設備冷却水喪失事故」
においては、水冷却池の水位低警
報の発報により判断する。

作業員A 1 ・水冷却池の点検と監視

・事故発生後、水冷却池の水位、
冷却水の水温等のパラメータによ
り水冷却池の状態を点検し、以
降、監視を継続する。

使用済燃料
損傷防止措置

作業員B、C、D、E 4
・水冷却池への可搬式ポンプ及びホースを
用いた夏海湖からの給水準備＊1

・可搬式ポンプ及びホースを配置
し、夏海湖から水冷却池への給水
の準備を行う。

要員（名）
（作業に必要な要員数）

状況判断

＊1：水冷却池への給水は、水冷却池の水位を監視しながら実施

必要な要員と作業項目 備考
　　経過時間（分）

点検

10

▽異常事象発生（外部電源喪失又は水冷却浄化設備の配管の破断）

20 30 40 50 60 70 80

監視（継続）

▽事故発生の判断

▽水冷却池の状態の点検と監視

▽可搬式ポンプ及びホースを用いた 給水準備
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水冷却池の水位の変化に係る評価条件 
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53条(4)-別紙 3-1 

 

 

 使用済燃料貯蔵設備の冷却機能が失われ、使用済燃料の損傷が想定される事故の拡大を防止するた

めの措置が有効であることを確認するため、「使用済燃料貯蔵設備冷却機能喪失事故」及び「使用済

燃料貯蔵設備冷却水喪失事故」を想定し、当該事故時において水冷却池の水位の変化を解析し、水冷

却池の水位の基準を下回らないことを評価する。以下に、当該評価に係る主要な条件を示す。 

 

  1） 有効性評価では、「添付書類 8 10.10 多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止の

ための資機材」の「「使用済燃料貯蔵設備の冷却機能が失われ、使用済燃料の損傷が想定される

事故」に係る資機材」を用いたものを対象とし、措置が有効であることを合理的に判断できる時

点までを対象とする。 

  2） 水冷却池の初期水位は、通常運転時の水位（グラウンドレベル基準-0.6m）に対して、使用

済燃料貯蔵設備冷却水喪失事故における水冷却浄化設備サイフォンブレーカーの作動等を考慮

して、保守的にグラウンドレベル基準-1.1mとする。使用済燃料貯蔵設備冷却機能喪失事故の初

期水位も同じ値を設定しているため、解析結果も同じとなる。 

  3） 水冷却池の初期水量は、上記の初期水位に応じた 580m3とする。 

  4） 水冷却池の初期水温は、管理値に基づき 42℃とする。 

  5） 水冷却池からの除熱は、水冷却池側面及び底面は断熱を仮定し、水面からの無風状態での冷

却水の蒸発によるもののみ考慮する。 

  6） 使用済燃料貯蔵設備の水冷却池に貯蔵された使用済燃料の崩壊熱は、以下の条件により算出

される 135kWを用いる。 

   ・ 5 サイクル運転（1 サイクル：60 日定格出力運転、19 日停止）、定期検査 6 ヵ月を繰り返

す工程とする。また、崩壊熱は、炉心燃料集合体が一様に最高燃焼度に達するものとして計

算した値を用いる。 

   ・ 炉内燃料貯蔵ラックにおいて、1 サイクル冷却した炉心燃料集合体を 10 体ずつ水冷却池

に 121体（水冷却池の貯蔵容量 200体から 1炉心分 79体を除いた値）に達するまで貯蔵し、

その後、炉心燃料集合体を 1炉心分（79体）水冷却池に移動することを仮定する。 

   ・ 事故発生までの崩壊熱の減衰は考慮するが、事故発生後の崩壊熱の減衰は考慮しないもの

とする。 

  7） 可搬式ポンプ及びホースにより、水冷却池に水を供給するための措置に必要な期間は、保守

的に約 2日間とする。 

  8） 措置として整備する設備の単一故障は仮定しない。 
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水冷却池の水位の基準の設定 
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53条(4)-別紙 4-1 

 

 

 使用済燃料貯蔵設備の冷却機能が失われ、使用済燃料の損傷が想定される事故の拡大を防止するた

めの措置が有効であることを確認するための「水冷却池の水位の基準」は、以下のとおり設定する。 

 

   ① 放射線の遮蔽に必要な水位を確保すること。 

   ② 使用済燃料頂部が冠水していること。 

 

 なお、放射線の遮蔽に必要な水位は使用済燃料頂部よりも高くなることから、放射線の遮蔽に必要

な水位を水冷却池の水位の基準とする。具体的には、使用済燃料貯蔵設備における直接線及び散乱線

によるガンマ線実効線量率の評価より、線量率が 20μSv/h 以下となる水位として、使用済燃料頂部

より上方 2m（グラウンドレベル基準：-5.75m）を設定する。第 1図に水冷却池の概略図を示す。 

 

 

 

 

 

第 1図 水冷却池の概略図 
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